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答申第 114 号                                           

答 申 

                 

第１ 審査会の結論 

沖縄県公安委員会（以下「実施機関」という。）が行った公文書不存在によ

る不開示決定は、妥当である。 

 

第２ 諮問の概要 

 １  公文書の開示請求 

  審査請求人は、沖縄県情報公開条例（平成 13 年沖縄県条例第 37 号。以下

「条例」という。）第６条第１項の規定により、平成 30 年４月 19 日付けで

実施機関に対し、「2016 年７月以降の沖縄県へ派遣された千葉県警機動隊に

関する文書」として開示請求書に記載された計 15 件について、公文書開示請

求（以下「本件請求」という。）を行った。 

  

 ２ 実施機関の決定 

 実施機関は、本件請求のうち、「千葉県警から沖縄県警への派遣された千

葉県警機動隊に関する要請やその他連絡を記録した一切の書類」他６件につ

いて、該当する資料が存在しないことを理由として、条例第 11 条第２項の規

定により、公文書不存在による不開示決定（以下「本件処分」という。）を

行い、平成 30 年６月６日付沖公委（備二）第 17 号により審査請求人に通知

した。 

 

 ３ 審査請求 

 審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成 26 年法律第

68 号）第２条の規定により、平成 30 年９月３日付けで実施機関に対し審査

請求を行った。 

 

４ 諮問 

 実施機関は、条例第 21 条の規定により、令和元年７月８日付沖公委（備二）

第 18 号及び沖公委（広相）第 15 号により沖縄県情報公開審査会(以下「審査

会」という。)に、本件公文書の開示可否の決定について諮問した。 
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第３ 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人の主張は、概ね以下のとおりである。 

１ 審査請求の趣旨 

「処分を取り消す」との裁決を求める。 

 

 ２ 審査請求の理由 

当時の高江の警備活動について、住民らによる抗議運動が行われ、そ

れに対し警察職員が法的根拠なく違法に住民を勾留したり、過剰な警

備活動を行っていたこと等が多数の報道により明らかになっていた状

況からすれば、当然、警察の立場からは、当時の状況を前提にした警

備活動の支障の有無、程度、それに対する警備活動の適法性や警備方

針といった事項の検討、協議が当然になされているべきところである

が、そのような記録が一切ないというのは、何らの警備活動の適法性

等の根拠を調査検討することもなく 、漠然と報道で明らかにされたよ

うな活動を行っていたことを警察自ら自認するようなものである。  

そのような事態は、警察法第１条により「個人の権利と自由を保護し、

公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管

理と運営」を目的に、同法第２条第１項により、「警察は、個人の生

命、身体及び財産の保護に任じ」られていること及び第２項の「警察

の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、そ

の責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中性を旨とし、いやし

くも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その

権限を濫用することがあってはならない。」とする原則との整合性も

含めて、警備活動の適法性を事後的にも検証ができないことを意味す

るのであり、ひいては、これらの警察法の目的や警察の責務にも反す

る事態という他ない。  

 

第４ 実施機関の弁明書等（要旨） 

   審査請求に対する実施機関の弁明及び審査会から実施機関へ文書の再検索

の依頼に対する回答は、概ね次のとおりである。 

以下、本件決定の妥当性について、請求ごとに弁明する。 

ア 「８ 千葉県警から沖縄県警への派遣された千葉県警機動隊に関する要

請やその他連絡を記録した一切の文書」の請求の趣旨は、沖縄県警が、派

遣された千葉県警機動隊に対して要請や連絡を行った際の記録と解され
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る。 

「沖縄県警察における文書の管理に関する訓令（平成 14 年６月 28 日沖

縄県警察本部訓令第 15 号）」第 23 条において、「電話又は無線電話で受

理した事項は、電話通信用紙に記載して処理しなければならない。ただし、

軽易な事項に関するものは、この限りでない。」としている。 

係る連絡は、無線、電話等で簡易な事項に関するものしか行っていない

ことから、文書は作成していない。 

イ 「９ 沖縄県知事および沖縄県議会への報告や協議についての記録」に

ついて、派遣された千葉県警機動隊について、沖縄県知事や沖縄県議会に

報告や協議を行うことを定めた規定はないことから、係る報告や協議は行

っていない。よって、文書は作成していない。 

ウ 「10 今回の千葉県警への派遣要請をするか否かの判断について確認で

きる文書」については、公文書部分開示決定通知書（平成 30 年６月６日付

け、沖公委（備二）第 15 号）で部分開示した公文書により、派遣を要請す

るか否かを判断しており、同文書が本件文書に該当する。 

エ 「11  高江への派遣以降現在まで沖縄県警での警備の支障の有無につい

ての協議の記録」について、請求人が主張する協議を行うことを定めた規

定はないことから、係る状況説明は行っていない。よって、文書は作成し

ていない。 

オ 「12  他県からの機動隊派遣に関する沖縄県民に対してのこれまでの状

況説明と今後の説明予定」については、請求人が主張する状況説明を行う

ことを定めた規定はないことから、係る協議は行っていない。また、今後

の予定もないため文書は作成していない。 

カ  「14 2014 年から今日までの、千葉県からの派遣を受け入れたことに関

する記録（派遣受入人数、費用含む）」、「15 2014 年から今日までの、

千葉県警起動からの派遣延人数と費用」については、公文書部分開示決定

通知書（平成 30 年６月６日付け、沖公委（備二）第 15 号）で部分開示し

た文書しか作成していない。また、派遣延べ人数や費用に関する文書を作

成することを定めた規定はないことから文書は作成していない。 

 以上のことから、文書を作成・取得していないため、不存在による不開示

決定を行ったものであり、審査請求人の主張は失当である。 

 

第５ 審査会の判断理由 

   審査会は実施機関に対し、開示請求書に記載された「千葉県警から沖縄県
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警への派遣された千葉県警機動隊に関する要請やその他連絡を記録した一切

の文書」他６件について、記録された文書及びこれに相当する文書の存否に

ついて、審査請求人の請求内容に基づいて改めて保有の有無を確認させた。 

その結果、当該確認に対する実施機関の「公文書部分開示決定通知書（平

成 30 年６月６日付け、沖公委（備二）第 15 号）で部分開示した文書しか作

成していない」等の回答を受けて、記録された文書及びこれに相当する文書

は存在しないことを確認した。 

   よって、実施機関による該当する資料がなお存在しなかったと判断するに

至ったことは、その方法及び結論において不合理・不自然ではなく、本件審

査請求の対象となった「千葉県警から沖縄県警への派遣された千葉県警機動

隊に関する要請やその他連絡を記録した一切の書類」他６件の文書は存在し

ないものと認められる。 

 

以上のことから、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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